令和５年９月26日


静岡県内の建設事業
代 表 者　殿

静岡労働局労働基準部監督課長

　　　　　　　　　　静岡県交通基盤部建設経済局建設業課長
　　　　　　　　　　　　　　

建設業の時間外労働の上限規制に関する説明会の開催について

時下、ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、働く方々がそれぞれの事情に応じた多様で柔軟な働き方を選択できる社会を実現する「働き方改革」を推進し、長時間労働の抑制や過重労働による健康障害防止を図っていくためには、各事業場において、労働時間に関する法制度等について十分に御理解いただいた上で、適正な労務管理を行っていただく必要があります。

　つきましては、令和６年４月より建設業にも適用される時間外労働の上限規制のほか労働時間に関する法制度等の周知、理解の促進に向けた建設事業の事業場を対象とする説明会を下記のとおり開催いたしますので、御多忙の折、誠に恐れ入りますが、貴事業場の労務管理責任者の出席をいただきますよう、お願い申し上げます。

本説明会への参加の連絡につきましては、別紙の「参加申込書」を電子メールに添付する方法により、令和５年10月９日（月）までに次のメールアドレスに直接送信していただきますよう、併せてお願い申し上げます。
メールアドレス：hayashi-akihiro@mhlw.go.jp


また、説明会につきましては、下記１①（東部会場）、②（中部会場）、③（西部会場）の日時では参加が困難等やむを得ない場合、今後開催する説明会（時期・場所等について現時点で未定です）に参加いただくことも差し支えございませんが、その際は御案内する説明会に参加いただきますようお願い申し上げます。



記

１　日　時　①東部会場：令和５年10月13日（金）14:00～16:00
②中部会場：令和５年10月16日（月）14:00～16:00
③西部会場：令和５年10月18日（水）14:00～16:00

２　場　所
1 東部会場：三島労働総合庁舎　2階共用会議室／三島市文教町1-3-112
2 中部会場：静岡県静岡総合庁舎会議室　第８会議室／静岡市駿河区有明町2-20
3 西部会場：静岡県浜松総合庁舎会議室　１階大会議室／浜松市中区中央1-12-1


３　内　容　※上記①～③の３会場とも説明内容は同じです。
(１) 時間外労働の上限規制について
　(２) 変形労働時間制、時間外・休日労働協定（36協定）を含む労働時間に関する法制度全般について
　(３) 建設業の働き方改革について
(４) 適正な請負代金の設定及び適正な工期の確保について
(５) そのほか（質疑応答等）

４　そのほか
御来場に際しましては、公共交通機関の利用をお願いいたします。

＜お問い合わせ先＞

静岡労働局労働基準部監督課
担当　林
電話：054-254-6352

静岡県交通基盤部建設経済局建設業課
担当　吉野
電話：054-221-3057

【別紙】10月９日（月）までにご提出ください。（添書不要）






事業場名　　　　　　　　　　　　　　　
担当者氏名　　　　　　　　　　　　　　
所属・役職　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　

建設事業の労務等管理責任者向け
時間外労働の上限規制に関する説明会参加申込書

※参加される方について以下の内容のご記入をお願いします。
※原則として各社１名（最大2名）までの参加でお願いします。
※参加される方は、参加当日、本申込書を持参していただき、受付にご提示ください。

	希望会場（〇を記入）
	所属部署
	職名
	お名前

	東部 ・ 中部 ・ 西部
(10/13) (10/16) (10/18)
	

	

	



※今回いただいた企業、個人に関する情報は、本説明会の開催に関する目的以外には使用いたしません。
[image: ]　愛称「ふじ丸」
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